
中野区食品ロス削減協力店登録事業

なかの☆もったいない ぱくぱくパートナーズ

を募集しています

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ

日本では年間４６４万トン以上【2023年度推計】(一人あたり毎日

お茶碗１杯分相当）のまだ食べられる食品が捨てられています。

｢もったいない｣を合いことばに、中野区とパートナーになって

食品ロスの削減に取り組んでみませんか。

申請・登録は無料。窓口、郵送、ＦＡＸまたは電子メールで下記担当へ

【担当】中野区環境部ごみゼロ推進課

 〒１６５-００２４  中野区松が丘１－６－３リサイクル展示室２階

 電 話：０３－３２２８－５５６３  ＦＡＸ：０３－３２２８－５６３４

 メール：gomizero@city.tokyo-nakano.lg.jpごみのん
（中野区ごみ減量キャラクター）

詳細は二次元コードから
区ホームページへ。



みなさまからの申請をお待ちしています

なかの☆もったいない ぱくぱくパートナーズ とは

中野区では、まだ食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」を削減するため、区内の

お店と連携して、食品ロス削減協力店を登録する「なかの☆もったいない ぱくぱくパート

ナーズ」事業を実施しています。

食品ロス削減に積極的に取り組むお店を協力店として登録していただき、

その取り組みを区と協力して周知し、食べ残し等で発生する｢もったいない｣

ができるだけなくなるよう目指していきます。

2022

申請方法（申請・登録は無料です）

申請用紙に必要事項を記入して電子メールか、郵送、ＦＡＸまたはごみゼロ推進課窓口に直接持参

（平日午前８時半～午後５時）してください。提出先の所在地等は、表紙下段で確認を。

登録承認後、協力店の目印としてステッカーを配付いたします。

登録されると次のメリットが期待できます

▲協力店ステッカー

対象となるお店や登録要件は

区内の飲食店、食料品小売店、食事を提供する宿泊施設が対象です。

次のどれでも一つ以上に取り組んでいると申請できます。
＜お店の取り組み例＞

□ 小盛・ハーフサイズメニュー

□ 食べ残し削減に向けた啓発活動

□ 量り売り・ばら売り・少量パック

□ 期限間近や規格外品の値引き

□ 食材を無駄にしない取り組み

□ 残った食材などの食品リサイクル

□ 余った食品の子ども食堂への提供

□ その他、食品ロス削減の取り組み

少量メニューを
選べるように

しよう

あまりものを
アレンジして、
まかない料理に
生かそう

量り売り･ばら売り
少量パックを
販売しよう

食品ロス削減
対策を区と一緒
に進めたい

①お店のＰＲを無料で

できます

 協力店として、区のイベント

 やホームページ等で紹介され

 ます。

②お店のイメージアップに

つながります

 「環境にやさしいお店」とい

 うイメージがお客様に伝わり

 ます。

③ごみ処理のコストを削減

できます

 食べ残しなどが減ることで、

 ごみの量が減り、ごみ処理の

 費用や時間を減らせます。

賞味期限が
近いものは
値引きしよう



第１号様式

中野区食品ロス削減協力店登録（新規・変更）申請書

年 月 日

中野区長宛て

【申請者】

事業者名（店舗名）

事業者所在地

代表者氏名

中野区食品ロス削減協力店登録要綱に基づき、登録（新規・変更）を申請します。中野区
の食品ロス削減の取り組みに賛同し、「なかの☆もったいない ぱくぱくパートナーズ」と
して区が推進する普及啓発等の事業に協力します。

１ 店舗についての基本情報（変更申請の場合は、該当箇所のみ記入）

※上記内容は区ホームページ等に掲載します。

２ 担当者について（変更申請の場合は、該当箇所のみ記入）

※区との連絡に必要な情報です。

→裏面へ

（よみがな）

店舗名

店舗所在地 中野区

営業時間 定休日

電話

Ｅメール

ホームページ

ＵＲＬ

お店の種類 （例：和食レストラン、喫茶店、食料品店 等）

担当部署名

・担当者名

担当者連絡先

電話

ＦＡＸ

Ｅメール

電話連絡が

可能な時間帯



第１号様式
３ お店で取り組んでいる内容
該当するもの全てにチェックを入れてください。（変更申請の場合も同様）

４ 確認事項

以下の事項を確認し、チェックを入れてください。

□ 中野区食品ロス削減協力店登録要綱第２条（２）～（４）の要件を満たしている

□ 店舗情報等を中野区ホームページ等で紹介することに同意する
※お店の情報を区ホームページ等に掲載する際に、ＰＲしたいことがある場合は記
入してください。（食品ロス削減の取り組み以外のことでもＯＫです。ただし、記入
されたとおりには掲載できない場合もあります。）

☑ 取組内容

□ 小盛・ハーフサイズメニュー等、量の選択肢を設けている

□ 宴会等において「3010 運動」などの食べ残し削減に向けた啓発活動を
実施している

□ 量り売り、ばら売り、少量パック販売を実施している

□ 賞味期限・消費期限が間近の食品や規格外品の値引き販売を行っている

□ 生ごみを極力出さない工夫やあまりもの（残り物）をアレンジしてまかな
い料理を作るなど食材を無駄にしない取り組みを実施している

□ 残った食材などを肥料や飼料に再利用する食品リサイクルを実施している

□ 余った食品をフードバンクや子ども食堂等に提供している

□
その他、食品ロス削減の取り組みを行っている
取組内容

お店のＰＲ
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